
 

 

 

 

 

 

緑の濃い季節となりました。高学年としての自覚が見られる場面が増え、委員会活動では、責任をもって見沼

小のために進んで取り組む姿が見られるようになってきました。 

５月に行われた自然の教室では、天気にも恵まれ青空の下、全行程実施でき、数々の活動を元気に突破できま

した。ご家庭での事前の健康管理、準備等、ご協力ありがとうございました。 

６月は体調を崩しやすい時期です。毎日十分な睡眠をとり、「早寝・早起き・朝ごはん」をしっかり守り、元気

に登校できるよう、生活習慣を振り返りながらご家庭でも引き続きご指導ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go for it!! 

月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 日 

 

 

   

 

 

 

１ 

土チャレ① 

２ 

 

３ 

朝読書 

放課後チャレ① 

４ 

GST 

歯科健診  

SC 勤務日 

５ 

講話集会（オンライン） 

スクールロイヤー授業

（4 校時） 

委員会 

６ 

ST 

水泳学習① 

７ 

GST 

 

８ 

学校公開 

3,4 校時公開 

(月曜特別日課４時間) 

９ 

1０ 

朝読書 

代表委員会 

放チャレ② 

1１ 

学級の時間/ST 

昼 GST 

1２ 

ST 

クラブ 

 

1３ 

学級の時間 

音楽集会 

１４ 

GST 

 

1５ 

土チャレ② 

1６ 

1７ 

朝読書 

 

１８ 

GST 

見沼っ子タイム 

前期分 PTA 会費集金日 

１９ 

ST 

クラブ 

2０ 

水泳学習② 

児童集会 

（オンライン） 

2１ 

GST 

2２ 2３ 

2４ 

図書ボランティア読み聞かせ 

放チャレ③ 

2５ 

社会科見学 

SC 勤務日 

2６ 

ST 

委員会 

2７ 

学級の時間 

水泳学習③ 

２８ 

朝 GS タイム 

歯科巡回指導 

２９  

 

さ い た ま 市 立 見 沼 小 学 校 

第 5 学 年 だ よ り 

令和６年 5 月３１日 6 月号 

６月         自分を見つめ直そう！ 

６月の行事予定 

歯と口の健康月間  
 

生 活 目 標  「健康や安全に注意して生活しよう」  

保 健 目 標  「自分の歯を大切にしよう」 

給 食 目 標  「 よ く か ん で 食 べ よ う 」 
 



 

6 月１８日（火）  PTA 会費 

２７００円 

 

１０月に予定をしていた社会科

見学ですが、６月２５日（火）

に変更になりました。 

詳細は後日お知らせします。 

 

   

 

音楽 オーケストラの演奏を 

心ゆくまで楽しもう 

図工 進め！ローラー大ぼうけん 

だんボールで、試して、つくって 

家庭 ソーイング はじめの一歩 

整理・整とんで快適に 

体育 マット運動 

水泳 

心の健康（保健） 

Ｇ・Ｓ Let’s Make a Birthday Card 

Tell Me about After School Life 

 

 

○今年度の水泳学習は、東大宮スポーツクラブ NAS で行います。６日（木）から今年度の水泳学習が始

まる予定です。以降６月２０日、２７日、７月４日（すべて木曜日）です。 

 実施は１，２時間目で、学校出発は８時５０分です。 

○持ち物 

 ①水着（記名されたゼッケンがついているもの） ②水泳キャップ ③タオル 

④靴を入れるビニール袋 ⑤水筒 ⑥ゴーグル（つけたい人） ⑦プールバッグ 

○水泳カードについて 

 水泳学習は、児童の健康状態によっては事故につながることがあるため、保護者と担任で、児童の体調

が水泳に適する健康状態であるかを事前に確認する必要があります。そのため、水泳学習のある朝は、

必ず健康状態（体温、頭痛・腹痛などの有無等）を確認して、水泳カードに、保護者がボールペンでの

記入をお願いします。 

※記入漏れがあった場合は水泳学習に参加できません。学校から電話連絡はいたしません。 

お知らせ 

６月の学習予定 

水泳学習について 

国語 話し言葉と書き言葉 

すいせんしよう「町じまん」 

案内やしょうかいのポスター 

漢文に親しむ 

社会 全国からとどく食料 

米づくりのさかんな地域 

算数 小数のかけ算 小数のわり算 

理科 植物の発芽と成長 

魚のたんじょう 

道徳 言葉のおくりもの 

SNS いじめ 

横浜港ガンマンの思い 

参考にするだけなら 

 

さいたま市では、毎年 6 月を「いじめ撲滅強化

月間」と位置付けています。本校でも、いじめを見

逃さない、認めない学校をつくるために、学級スロ

ーガンの作成やアンケートの実施、チェックリスト

の配付などを行っていきます。保護者の皆様と協力

し、いじめで傷つく子をなくせるよう努力していき

ます。 

いじめ撲滅強化月間の取組について 


